
マ
イ
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（
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１
）

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
っ
て
何
？
」
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　10
月
か
ら
利
用
開
始
を
予
定
し
て

い
ま
し
た
が
、
工
事
期
間
の
延
長
の

た
め
、
12
月
か
ら
に
変
更
し
ま
す
。

　ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　こ
の
変
更
に
よ
り
、
他
の
駐
車
場

も
合
わ
せ
て
次
の
と
お
り
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

①
新
自
転
車
等
駐
車
場
（
有
料
）

　▼
工
事
完
了
予
定

　11
月
上
旬

　▼
利
用
開
始
日

　12
月
１
日

　

※

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
次
月
の

　広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

②
仮
自
転
車
等
駐
車
場
（
無
料
）

　▼
利
用
終
了
日

　11
月
30
日

　

※

申
し
込
み
不
要
・
台
数
制
限
有

③
東
自
転
車
等
駐
車
場
（
有
料
）

　▼
利
用
終
了
日

　11
月
30
日

　

※

常
時
利
用
者
の
方
に
は
、
８
月

　中
に
利
用
継
続
の
ご
案
内
を
し
ま

　す
。

　
　町
民
課

　☎
内
線
２
６
７

　平
成
27
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
信
」
で
は
、

制
度
に
つ
い
て
５
回
に
分
け
て
お
伝

え
し
て
い
き
ま
す
。

　平
成
27
年
10
月
か
ら
、
町
民
の
皆

さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
、
12
桁
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
通
知
さ

れ
ま
す
。

　平
成
25
年
５
月
に
「
行
政
手
続
き

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
」
が
成
立
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　平

成
28
年
１
月
か
ら
、
住
民
の
皆

さ
ん
に
係
る
、
次
の
３
つ
の
行
政
手

続
き
に
お
い
て
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
社
会
保
障

　（
年
金
、
医
療
保
険
、
介
護
保
険
、

　生
活
保
護
、
児
童
手
当
な
ど
）

②
税　（

税
務
署
等
に
提
出
す
る
税
に

　関
す
る
手
続
き
の
書
類
な
ど
）

③
災
害
対
策

　（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支

　給
や
被
災
者
台
帳
な
ど
、
防
災
・

　災
害
対
策
に
関
す
る
手
続
き
）

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
に
よ
る
３
つ

の
メ
リ
ッ
ト
（
目
的
）

①
国
民
の
利
便
性
の
向
上

　面
倒
な
手
続
き
が
簡
単
に
！

（
各
種
申
請
時
に
必
要
な
証
明
書
な

　ど
の
添
付
を
省
略
で
き
る
よ
う
に

　な
り
ま
す
）

②
行
政
の
効
率
化

　行
政
の
手
続
き
が
正
確
か
つ
迅
速

　に
！

（
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
で
、

　様
々
な
作
業
に
か
か
る
時
間
や
労

　力
、
無
駄
が
削
減
さ
れ
ま
す
）

③
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

　給
付
金
な
ど
の
不
正
受
給
の
防
止

（
行
政
機
関
が
国
民
の
所
得
状
況
な

　ど
を
把
握
し
や
す
く
な
り
、
不
正

　受
給
を
防
止
で
き
ま
す)

民
間
事
業
者
の
方
も
準
備
が
必
要
で

す
。　民

間
事
業
者
も
、
税
や
社
会
保
険

の
手
続
き
で
、
従
業
員
な
ど
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
で
は
、

民
間
事
業
者
に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

適
正
な
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
個
人
情
報
保
護
の

た
め
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
管
理
に

当
た
っ
て
は
、
安
全
管
理
措
置
な
ど

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

※

中
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
特
例

　を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
実
務
へ

　の
影
響
を
配
慮
し
て
い
ま
す
。

　詳
し
く
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

法
人
に
は
13
桁
の
法
人
番
号
が
指
定

さ
れ
ま
す
。

　株
式
会
社
な
ど
の
「
設
立
登
記
法

人
」
の
ほ
か
、「
国
の
機
関
」「
地
方
公

共
団
体
」「
そ
の
他
の
法
人
や
団
体
」

に
対
し
て
１
法
人
１
つ
の
法
人
番
号

が
指
定
さ
れ
ま
す
。

※

法
人
の
支
店
・
事
業
所
や
個
人
事

　業
者
の
方
に
は
指
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

　平
成
27
年
10
月
か
ら
法
人
番
号
な

ど
を
記
載
し
た
通
知
が
送
付
さ
れ
る

予
定
で
す
。
通
知
は
登
記
上
の
所
在

地
へ
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
登
記
の
所

在
地
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

【
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（
通
話
料
金
が
か
か
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ま
す
）

平
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９
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分
〜
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時
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分

（
土
日
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日
・
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除
く
）

ホ
ー
ム
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）
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◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
信
（
そ
の
２
）

で
は
、
お
手
元
に
届
く
通
知
カ
ー
ド

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　政
策
課

　☎
内
線
２
５
７

　
　

　
　町
民
課

　☎
内
線
２
７
２

問

問

マイナンバーが必要な場面

社会保障

国民の利便性
の向上

行政の効率化

公平・公正な
社会の実現

税 災害対策

年金

医療保険

介護保険

生活保護

児童手当

など

税務署等に

提出する書

類への記載

防災・災害

対策に関す

る役所関係

の事務

新
し
い
大
磯
駅
前
自
転
車
等

駐
車
場
の
利
用
開
始
日
の

変
更
に
つ
い
て


